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第４回 総合物流施策大綱に関する有識者検討会 

平成２９年４月２０日 

 

 

【平野企画官】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回総合物流施策

大綱に関する有識者検討会を開催いたします。 

 本日はご多用のところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本検討会は公開で行います。写真撮影につきましては、頭撮りのみとさせていただいて

おりますので、報道関係の皆様、よろしくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、お手元にございます配付資料の確認をさせていただきたいと存じ

ます。議事次第、座席表、資料１、それから資料の２、提言の骨子（案）。それから資料の

３が、横向きですけれども、取りまとめの方向（案）。資料４、こちら今後のスケジュール。

続きまして参考資料の１、参考資料の２、これが横向きになっております。参考資料の３

という形になっております。 

 配付漏れ等ございましたら、大変恐縮ですが、事務局までお知らせいただければと存じ

ます。 

 本日ですが、上村委員、苦瀬委員は所用のため、欠席となっております。また、座席表

にお名前がございますけれども、永峰委員も急遽ご欠席とのご連絡をいただいております。 

 なお、その他、ご出席の皆様のご紹介につきましては、座席表をもってかえさせていた

だきます。 

 それでは、議事に入りますので、頭撮りはここまでということにさせていただきます。 

 ここから先は、座長に進行をお願いいたします。野尻座長、よろしくお願いいたします。 

【野尻座長】  野尻でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。議事の（１）は

提言の骨子（案）についてでございます。 

 まずは、事務局より、資料２及び資料３に基づいて、ご説明をいただきたいと思います。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

【平嶋物流政策課長】  それでは、資料２及び３につきまして、ご説明したいと思いま

す。提言の大きな枠組みといいますか。柱立てといいますか、それが、こういった形でよ

ろしいかということで、案を作成いたしました。 
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 まず、資料２の提言の骨子のところでございます。１の意義でございますが、総合物流

施策大綱を策定していく趣旨、意義というのは何なのかと。かいつまんで書いてございま

すが、最初の段落であります現在の物流について、労働力不足。また、ＥＣ市場の拡大。

これに伴う小口化・多頻度化。それから、災害ですとか老朽化。こういった新しいサービ

スも含めて、そういうものに対応していくために、必ずしも十分ではない、そういった意

味での脆弱なインフラ等の課題を抱えていると。もはや個々の物流事業者や荷主さんだけ

では解決できない、そういった危機的な状況にあるのではないかというのが、最初の段落

でございます。 

 こういった状況に変化が生じているということを踏まえて、２番目でありますけれども、

物流が果たしている役割としまして、我が国の産業、それから国民生活、こういったもの

を支えていくために欠かせない存在であると。これがハード、ソフト、相まって、この物

流インフラといいますか。物流サービスというインフラを形づくっているのではないかと

いうことでございます。 

 この物流サービスにつきまして、物流事業者や、荷主のみならず、広く利用者の方、消

費者の方を含めた企業、国民の物流に対する理解と協力を得るということが、必要なんだ

ろうと考えております。いろいろなプレイヤーが力を合わせて、この危機的な状況を克服

していく必要があるのではないか。これはＢｔｏＢの世界も、ＢｔｏＣの世界も、いずれ

にも共通して言えることかと思っております。 

 こういう形で、状況を克服していき、今後とも我が国の物流システムに必要な機能を確

保していくと。あわせまして、その物流が果たす機能というのを有効に発揮させていく必

要があるのではないかということが、２番目の段落であります。 

 ３番目ですけれども、加えまして、こういった常日ごろからの物流の機能というものが

発揮されていく中で、特にリスクの関係。地震ですとか、そういった自然災害も含めた災

害リスク。また、海外から物を運んでくるという面におきましては、テロですとか海賊の

リスク。こういったさまざまなリスクというのが存在していることに加えて、環境問題と

いうのが、非常に、日本として責務を負っていく話になりますので、こういった環境問題

への対応というのも必要であろうということでございます。 

 こういった点を踏まえて、新しい大綱を作成することによって、中長期的なビジョンを

もって、今後の物流施策というのを、関係省庁連携して、総合的・一体的に進めていくと

いう必要があるのではないかということが、最初の意義としての位置づけになるのかなと
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思っているところでございます。 

 それから、２ポツ、３ポツでありますが、２ポツとしましては、物流を取り巻く現状と

課題。これをまずは分析しまして、どのような課題があるのかと。それを踏まえて、３ポ

ツのところで、今後の物流施策が目指すべき方向性。また、それに伴っての具体的な取り

組み。こういったものが、何があるのかということを、個別に記述していくということか

と思っております。 

 この３ポツの中で、柱を３つ上げさせていただいております。３つの柱。①、②、③と

ございますけれども、①が産業活動と国民生活を支えるために必要な物流システムの維

持・確保。②が物流システムの強化・高度化。③が災害や老朽化等の物流システムを取り

巻くリスク、それから、地球環境問題への対応ということであります。 

 言葉だけでは、少しわかりにくいところがあるのですけれども、最初の①の意味すると

ころは、いろいろな労働力不足等々、環境の変化に伴いまして、これまで提供できてきて

いる物流ネットワーク、物流システムというのが、徐々に提供できなくなってしまう面が

あるのではないかと。そういったものをどのように食いとめ、また、現在のサービスとい

うのを確保していくのかというのが、１番目の趣旨であります。 

 ２番目は、ドイツのインダストリー４.０などにも代表されますように、これから、産業

全体の中で、物流としての機能を強化していく、高度化していくということが必要なので

はないか。そのために、どのようなことをやっていけばいいのかというのが、２番目の趣

旨であります。 

 ３番目は、先ほどご説明したとおり、災害等のリスク。それから地球環境問題への対応

ということかと思っております。 

 ４ポツのところは、政策の具体的な進め方としまして、これまでの中でご議論もありま

したが、施策の優先順位づけ。また、それを図っていく際のＫＰＩに関する事項等々。具

体的に進めていくことに関連する内容を記述していくのかと思っております。 

 以上が全体の枠組みでございます。資料３をごらんいただければと思います。資料３は、

先ほどの骨子の中の２ポツ、３ポツの現状、課題、それから、取り組みの方向性を書いた

ものであります。左のほうからテーマ。先ほどの３つの柱の、３つのテーマを書かせてい

ただいております。課題としましては、それに関連するどのような現状があるのかという

ことを、箇条書き的に書かせていただいております。左から３番目の対応の方向性という

のは、それを踏まえて、どのようなことを具体的にやっていくのかというところの大枠で
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ございます。本来は、最後の欄は、具体的なそれに対応する取り組みということを書いて

いき、それが全体として、施策大綱を形づくっていくということになるかと思いますけれ

ども、今日は、その骨子の部分である対応の方向性までを、整理させていただいておりま

す。 

 最後の欄は参考としまして、このテーマ、課題、対応の方向性に関連して、それぞれ第

１回目から第３回目までの本検討会、また、一昨年の答申、各団体からのヒアリング、そ

れらにおいてどういった発言なり、内容があったのかということを関連するものを書かせ

ていただいております。 

 それでは、順にご説明したいと思います。最初にテーマ１ですけれども、産業活動と国

民生活を支えるために必要な物流システムの維持・確保ということに関連してであります。

課題としましては、やはり労働力不足というのが、非常に大きな要因となっているんであ

ろうと。その内容としましては、長時間労働ですとか、それから賃金の話。また、手待ち

時間の話。こういったものがあるのかと思っております。 

 あと、下にいろいろ書いてございますけれども、サービスの提供の確保。それから、多

頻度、小ロット化やＥＣ市場の拡大。こういったものがあると思います。これらに対応し

ていく方向性としまして、１ポツの内容につきましては、４つ柱を立てております。 

 まず１番目の柱ですけれども、労働環境の改善による労働力の確保。物流ネットワーク

が失われないようにしていくためにも、支える労働力というのを、どのように確保してい

くのか。それは、労働環境をどう改善していくのかということが、１つあると思います。 

 それから２番目の柱でございますが、人口減少の中で、どうしても労働力が日本全体と

しても減少していくわけですけれども、これを克服するためには、やはり技術によって労

働力を最大限利活用していくことで、克服していくということが必要なんだろうというこ

と立てさせていただいております。 

 ページめくっていただきまして、３番目ですけれども、適正運賃の収受等の取引環境の

改善ということであります。物流ネットワーク、物流サービスを持続可能にしていく。そ

れから、物流サービス自体が、より効率的になるためにも、コストがどういうふうに見え

ていくのがいいのか。また、選択肢というのをどういうふうに提供していくのがいいのか

と。そういう観点で、適正運賃の収受等の取引環境の改善という形の３番目の柱を立てさ

せていただいたわけです。 

 ４番目でありますけれども、物流ネットワークの維持・確保ということで、柱を立てて
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おります。これは、域内、ラストワンマイルの話もございますし、それから過疎地での物

流の確保というところもあるかと思います。ＢｔｏＣの再配達の削減というのも、これに

関連する内容かと思っております。 

 次に、２番目の大きな柱であります物流システムの強化・高度化の柱に関連する部分で

あります。これは、どのように今の物流のサービスというのを高度化していくのか、高付

加価値化していくのかということでありますが、やはり対応の方向性で、最初の柱であり

ますけれども、国内外のサプライチェーン全体での最適な物流体系というのを、どう構築

していくのかというのが重要かと思っております。荷主さんなり、物流事業者さんなり、

１つの単位では、なかなか対応が難しくなっていると。その面でも、従来からこのサプラ

イチェーンの必要性といいますか、重要性というのは、言われているわけですけれども、

これをどのように高度化していくのかと。全体としての最適化を探していくのかというの

が、大きなテーマかと思っております。 

 そのために、この①のさらに１）のところでございますが、サプライチェーンの高度化

に資する共通プラットフォームの構築ということがテーマになってくるかと思っておりま

す。２番目には、企業間連携の推進ということが、引き続き重要になっていくと思ってお

ります。 

 それから、大きな柱、２番目の２つ目でございますが、物流インフラの強化。また、ま

ちづくりを通じた生産性の向上。これは、ソフト、ハード一体となって、物流サービスと

いうのが提供されていくわけでありますので、このハード面との連携。ハード面の充実し

ているのが、非常に重要になってくるんだろうと思っております。 

 それぞれ４つ立てておりますが、いわゆるハードのインフラ部分の強化。それから、２

番目が、５ページ飛びまして、２）でありますけれども、物流施設。今物流センターの中

でいろいろ行われている物流施設自体というのも高度化し、機能が向上していくというこ

とが、必要なんだろうと。実際にものを運んでいく部分、その運ぶものが通るインフラの

部分、そして、集積もピッキングも含めて、物流の仕分け等を行っていくような、物流施

設自体の機能の向上ということも必要なんだろうということであります。 

 それから３番目。モーダルコネクトの強化ということで、これは、ハードと物流施設と

の連携。こういった、それぞれの複数のものをつないでいくことによって、相乗効果を出

していく、効果を上げていくということが必要だろうということで、３番目の柱にしてお

ります。 
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 ４番目は、物流を考慮したまちづくりということでありまして、特に都市部の集配等も

含めて、どのようにまちをつくっていけば、物流が機能的、効率的に、また、まちづくり

等と調和しながら、その機能を発揮できるのかというのが重要かと思いまして、４つ目の

柱を立てております。 

 それから、大きい２つ目の柱の３番目。③の部分であります。こういう物流サービスを

支えていく上で、人材というのが非常に大事なんだろうと。このソフト面としての物流人

材をどのように育成していくのか。高度人材の育成と、それから、現場での人材の育成。

２つの項目を立てさせていただいております。 

 ３つ目の大きな柱でありますけれども、リスク部分。それから地球環境部分であります。

こちらは、柱を２つ立てております。１つは、災害や老朽化等の物流システムを取り巻く

リスクへの対応ということで、さらに３つ立てておりますが、１）災害に強い物流システ

ムの構築。それから、６ページ目でありますけれども、２）物流インフラの老朽化対策・

事故対策。そして、３）海賊対策・テロ対策であります。もう一つ、大きなテーマであり

ます地球環境というのは、日本が中長期的に果たさなければならない責務との関連で、地

球環境に配慮した物流の取り組みという柱を立てております。 

 この対応の方向性までのご説明でありますけれども、資料の３の最初のほうに１回戻っ

ていただきまして、関連するご発言の部分も含めて、補足的に説明していきたいと思いま

す。 

 最初の大きなテーマ１の①の部分、労働環境の部分でありますけれども、これはドライ

バー、それから、ここには十分補足できておりませんけれども、ドライバー以外の物流施

設での人材。ピッキング等を行う庫内作業の人手不足というテーマがあると思います。加

えまして、より多くの方々、女性、それからシニア層の活用でありますが、より参加して

もらえるような環境をどうつくっていくのかということが重要かなと思っております。 

 それから、１ページ目の大きな１、②の部分ですけれども、こちらは労働力不足を補っ

ていくための先進的な技術の活用というところでございますが、例えばトラックについて

言いますと、ご発言の中でいろいろ出ておりましたダブル連結トラックですとか、自動運

転、隊列走行。こういったものに加えて、最適走行ルートをどう選んでいくのか。こうい

うＡＩの活用ですとか、それから船舶についてもＩｏＴによる省人化の話。それから、物

流施設の中でも、自動化の話。こういったものがテーマとして出てくるだろうと思ってお

ります。 
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 ページめくっていただきまして、２ページ目。③でありますが、この適正運賃の収受等

の取引環境の改善というところは、運送原価、それから適正利益による運賃設定というこ

とが、ご発言として出ておりました。また、複数の委員からご発言ありましたが、サービ

スレベル。今提供されている日本のサービスレベルというのは、非常に高いレベルであり

ますけれども、必ずしもそれ全てを一番高いレベルで提供する必要性というのが、ない面

もあるのではないかと。いろいろなサービスレベルというのがあって、そのサービスレベ

ルが、どのような複数のサービスレベルが提供され、それに対応して、どのようなプライ

スが設定されるのかと。そういうプライスメニューをどう用意していくのか。また、利用

される方にとっての選択肢をどう用意していくのかと。そういう構造を変えていく、選択

肢を提供していくことによって、選んでもらう。それによって、常に同じレベルの高いサ

ービスが提供されないようにしていく。そういったものも、構造を変えていく上では必要

なのではないかということがあろうかと思います。それは、後ほども述べますけれども、

商慣習をどう見直していくのかというところとも関連する話かと思っております。 

 それから、その関連で言いますと、その他のところに書いてありますような契約書類の

話ですとか、下請構造の話。こういったものがあるかと思います。 

 あと、④のところは、先ほども申し上げましたように、いろいろな過疎地の話ですとか、

再配達の削減の話。こういったものが関連してくると思います。 

 ３ページ目でございますけれども、サプライチェーンの高度化の関連で、共通プラット

フォームの構築。こちらについては、一番右の欄でこれまでご発言がいろいろありました

けれども、国際物流に関しては、日本の物流システムを海外に展開していくことによって、

日本の企業に使いやすいようなものができていく。もしくは国ごとにいろいろ違う基準と

いうのをそろえていくことによって、国境を越える取引、物の移動というのが円滑になっ

ていく。これが大事だろうという話があったかと思います。加えまして、農産品の輸出に

関しても、戦略をしっかりつくって、進めていくという話があったかと思います。 

 また、一番右の欄のその他のところに書いてございますけれども、例えばＲＦＩＤの規

格化、それから価格の低減。こういった話あると思います。１つのプラットフォームをつ

くって、共通化をしていくことによって、全体としてのコストを下げていく。検品など含

めて、プラットフォームとして大きな役割を果たしていくのだろうと思います。 

 また、データ自身も標準化を進めていくということでございますが、情報の受け渡しに

おいて企業によって伝票が違っており、それを人手で打ち直さないといけない。そういっ
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たところを、少しずつ変えていくというのが、サプライチェーン全体としてのコストを下

げていくということにつながっていくのかと思っております。 

 また、パレットの関係ですけれども、結局それは荷待ちにもはね返ってくる話だと思い

ますが、パレットを使って、短時間で作業ができるということが重要かと思います。 

 加えまして、分業の話といいますか、運ぶ部分と荷役をする部分を分けていくことによ

って、回転率を上げる。運ぶ部分について、ドライバーさんでないとできない部分という

のは、最大限回転率を上げて、効率を上げていく。そして、荷役の部分は、運ぶ部分と分

離することによって、集中して荷役作業をやっていく。それによって、全体としての効率

化を進めると。それが先ほどお話ししました、商慣習の話に関係してきますが、今の商慣

習の中では、なかなかコストが見えにくいというところがあるかと思います。そのコスト

をどういうふうに見えるようにしていくのか。その１つの例として、着荷主さんが自分で

とりに行くことによって、コストが見えるようになっていくと。そういったやり方という

のもあるのではないかと思います。いろいろな企業の中で連携しながらトータルのコスト

をわかるようにしていくことが、コスト面から、逆に商慣習を見直していくということに

つながっていくのではないかと思います。 

 あわせまして、複数の企業間の連携の推進ということで言いますと、複数の企業の中で、

情報の受け渡しをしていくことをどう円滑にしていくか。また、ＡＩ、ＩｏＴを使って、

その連携をより円滑に進めていく。加えて、物流拠点、物流施設、それからトラック。こ

の部分の情報の受け渡しをどうしていくのか。 

 また、全体のサプライチェーンで言いますと、つくる部分、運ぶ部分、それから、実際

に販売されるところ。ここの荷動きの情報というのを、あらかじめ早い段階からお伝えし

ていくと。関係する方々がその情報を持つことによって、次の最適な行動を、予測できる

ようになっていく。もっと言うと、需要予測自体を使って、全体の無駄をなくしていくと。

こういったことが、ご示唆としてあったかと思っております。 

 加えまして、この情報の共有と、モーダルシフトなんかを進めていくに当たっても、納

期の見直しというお話があったかと思います。これは先ほどの選択肢の話とも共通する話

であると思いますけれども、常に、全て同じ納期であるというわけではなく、急ぐものと

急がないものを分けていくことによって、急ぐものは急ぐルートで輸送し、急がないもの

はまとめることによって、ある程度輸送ルートに融通がきく。全体が同じような動きをし

なくてすむようなやり方というのが、出てくるのかと思っております。 
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 あと、ページをめくっていただきまして、４ページでありますけれども、ハード面につ

きましては、ネットワーク。それからハード全体の機能の向上。また、先ほど申し上げま

した高速道路と物流施設の直結ということを含めたスマートＩＣの活用。あと、ＥＴＣ２.

０の利活用。こういったものがあるかと思います。あと、料金施策として、１カ所に集中

しないような、これはインフラをどういうふうに有効に活用するかという観点での工夫と

いうのが引き続きあるかと思います。 

 また、ご指摘ありましたような特車認可の手続の簡素化ですとか、渋滞対策。また、荷

待ちをどう減らしていくのかという話や、港周りの話、空港の話。鉄道のコンテナを使っ

ていくに当たっての鉄道駅の扱いというのを重視していく話。こういったご指摘もあった

かと思っております。 

 ページめくりまして、５ページであります。物流施設の機能向上につきましては、老朽

化している物流施設をどう建てかえていくのかという話と、施設内の自動化ということが

あるかと思います。モーダルコネクトにつきましては、アクセス道路をどうつくっていく

のかというところがあるかと思います。 

 あとは、災害のところでありますけれども、５ページの一番下の右側の欄ですけれども、

ハードのインフラ部分の防災の話とあわせて、物流拠点における備蓄をどういうふうにし

ていくのかというお話もあったかと思います。 

 あわせまして６ページでありますけれども、災害が１回起きたときに、いろいろな支援

物資が一遍にやってくると。そのときに、やはり段ボール単位できちんと中身がそろって

いるものが送られてくる。また、それが、荷待ちが発生しないように、バラバラな動きに

ならないように、全体として物資流動をどうコントロールしていくのかと。この紙で言い

ますと６ページの上から２番目でありますけれども、大規模災害時の物資輸送の指揮系統

の統一といった、全体としてのコントロールをきちんととっていく必要があるのではない

かという話もあったかと思います。 

 あと、情報の話ですが、３つ目のところであります。港や道路の情報について、今どう

なっていて、いつ復旧していくのか、どの部分が復旧していくのか、こういった情報を一

元的に把握できるようにしていくことが、その時点で最適な行動を選ぶという意味では重

要なのではないかというお話があったかと思います。 

 あとは、地球環境のところでございます。環境対応として、モーダルシフトの構築に加

えまして、やはり日本として果たさなければならない責務である２０５０年の目標という
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のを、どのように見据えてこの計画をつくっていくのかというところのご指摘があったか

と思っております。 

 この対応の方向性にぶら下がる具体的な取り組みについては、１つの取り組みが、複数

の対応の方向性に関連する。そういった意味で、再掲が多々出てくるかと思いますが、こ

の対応の方向性の柱に沿って、個別の取り組みを記載していくということを、考えていき

たいと思っております。 

 今日、このような資料つくりましたけれども、この全体のテーマの立て方や、幹として

の３つのテーマ。それから、それに対しての枝としての対応の方向性の柱の立て方。こう

いったものが、欠けている部分がないのか。もしくは、この区分けではなくて、別な立て

方にしたほうがいいのではないか、そういったご示唆をいただければと思いまして、この

資料をつくった次第でございます。 

 説明は以上でございます。 

【野尻座長】  ありがとうございます。 

 ここで、正田室長より追加のご説明をいただけることになっているんですけれども、よ

ろしいでしょうか。 

【正田商務流通保安グループ物流企画室長】  経済産業省の正田でございます。 

 参考資料の３でございますけれども、ヒアリング結果ということで、一番最後のページ

でございます。追加的にＥＣ事業者の方からヒアリングを行いましたので、その概略をご

説明申し上げたいと思います。 

 ポツが４つございまして、右のところと左のところ。大体対応してございますけれども、

左のところで申し上げますと、ポツの一番目。物の流れはＥＣとＥＣ以外で大きく異なる。

ですので、分けて考えていく必要があるのではないかというご指摘でございます。端的に

申し上げますと、ＥＣ以外の場合には、集荷。あるいは発送というのが、昼間でございま

すけれども、ＥＣの場合には、消費者の需要が夜ということになりまして、ＥＣ以外の場

合と、逆転する形で、集荷発送が夜間になるというようなことがございまして、その点で、

輸送のあり方を考えるときには、分けて考える必要があるのではないかということ。 

 それから２番目のポツでございますが、荷量が増加しても、輸送力が追いつかない場合

があるということでございまして、需給バランスを考慮した方針のようなものが、必要に

なってくるのではないか。 

 それから、３番目のポツでございますけれども、ドライバーだけでなく、倉庫内のピッ
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キング等を行う人手の不足というのも課題になっているというご指摘でございます。 

 それから、もう一つ。最後４番目でございますけれども、手待ち時間の問題でございま

すが、出発元。メーカーなどの出発元の時間が決まっているというために、ＥＣ側でも、

いろいろ工夫はしているけれども、結果的に荷待ちが起きているという状況があるもので

すから、出発元とＥＣ側とで、よく連携して、手待ち時間を削減していくような作業が必

要なのではないかというようなご指摘をいただいたところでございます。 

 以上でございます。 

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 ただいま、資料の２及び資料の３、さらには、参考資料の３の最後の部分のＥＣ事業者

についての、追加的なところでございますけれども、それぞれご説明いただきました。 

 これから、委員の皆様にいろいろご意見を賜りたいと思いますが、まず、今説明をいた

だいた部分で、ご質問等があれば、それを承った上で。 

 どうぞ。平嶋課長。 

【平嶋物流政策課長】  少し説明を落としている部分がございまして、資料３について

ですけれども、資料３の１ページ目をごらんいただきますと、一番右の欄「関連する主な

発言等」のところですが、色を３つ分けております。黄色の部分というのが、検討会でご

発言いただいた部分。これはプレゼンテーションの部分も含めてございます。それから、

青色のところが団体ヒアリングの内容であります。そして、赤色の部分が一昨年の答申を

もとに書いてございます。答申の中で、いろいろな課題というのを書いておりますけれど

も、その課題をこちらのほうにも入れておるところでございます。 

 なお、検討会でのご発言につきましては参考資料の３。プレゼンテーションにつきまし

ては参考資料の２。それから、団体ヒアリングについては参考資料３にまとめております

けれども、必ずしも整理が悪くて、こちらの関連する発言に入り切れていないものもござ

います。 

 申し訳ありません。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 ということで、まず、何かご質問。ご説明の内容についてご質問があれば、お話をいた

だきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 特にないということでございますので、これから、いろいろご意見を賜りたいと思いま

す。その中で、ご質問いただいても結構でございますので、よろしくお願いいたします。 
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 私のほうといたしましては、資料２のほうで、提言の骨子の案が出されました。本日は

ここを中心に、今、平嶋課長からのご説明もありましたけれども、意義としてこういうこ

とでよろしいのかということと、さらには３ポツの、今後の物流施策が目指すべき方向性

と取り組みと。その中で３本の柱を立ててみたが、これで欠落している柱のようなものが

あるのか。さらには、基本的にこの立て方を変えたほうがいいのかというような言葉もあ

りましたので、その辺を中心に、皆さんから意見を賜りたいというふうに思ってございま

す。 

 資料の３、私も見させていただいておりますが、かなり一番初めの色がついた一番右側

の欄は、かなり細かく整理をしていただいておりまして、今後の取り組みを具体的に書い

ていくとすれば、この辺が大変参考になるだろうということでございますので、いずれ少

し細かな点まで文章ができた後、ここについては、いろいろ自分の言ったこととちょっと

違っているとか、いろいろなご意見が出てくるんだろうと思います。 

 もとに戻しますが、本日これからの利用については、できれば、資料の２の１ポツの意

義のところと、３ポツの方向性と取り組み。このあたりで、まず、ご自由にご意見を賜り

たいと思います。 

 いかがでございましょうか。 

 切り出しは、根本先生だと……。根本先生にはまとめてもらおうかと思っているんです

けれども、誰かいませんか。どうでしょうか。どなたかお気づきの点が。 

 大変失礼ですが、小林委員。今回初めてご出席賜りましてありがとうございます。何か、

真っ白な部分で、ご意見があれば。 

【小林委員】  小林でございます。よろしくお願いいたします。 

 経団連物流部会長の立場で簡単にコメントさせていただきます。まずは、資料３「有識

者提言の取りまとめ方向（案）」で示された項目を拝見しておりますけれども、対応の方向

性自体は、産業界の認識や、取り組みの方向性と、おおむね一致しており、異存はありま

せん。 

 他方で、内容が総花的になっておりまして、重点的に取り組む部分を明確にすべきかと

いうふうに思います。そこで「関連する主な発言等」の欄に記載されました個別項目の中

から、２０２０年度までに、特に重点的に取り組むべき項目に絞るとか、そういうことを

したらいかがでしょうか。 

 いろいろなステークホルダーからの意見調整を念頭に、課題の解決に向けた方向性を明
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示した上で、検討スケジュールを明記したほうがいいというふうに思っております。 

 また、施策推進プログラムを策定する段階の話になりますけれども、各個別項目につき

ましては、可能な限り、官主体で推薦すべき施策（規制・制度の見直し、取り締まりの強

化、支援策の拡充等）と官が民間の取り組みを後押しするために展開すべき取り組み（広

報・啓発、関係者が議論するための場づくり・プラットフォームの形成等）に分けること

で、官の役割をより明確にすることが望ましいというふうに思います。 

 なお、本来的には、企業間や業界間の連携で取り組むことが望ましいと考えられます「モ

ーダルシフト」「共同物流」「コンテナラウンドユース」「パレット化」につきましては、民

間の取り組みを一段と活性化するために、官によるさらなる後押しを求めたい分野でもあ

ります。官にも従来以上の取り組みを期待したいというふうに思っております。 

 それから２点目ですけれども、前回の会議では、申しわけございませんが、書類で意見

を述べさせていただきましたが、この物流が直面する課題を解決に導く上で、広く社会に

おいて、物流への理解増進を図ることが極めて重要であると考えております。資料３「有

識者提言取りまとめ方向（案）」で示されたテーマ１「産業活動と国民生活を支えるために

必要な物流システムの維持・確保」で挙げられている課題のうち、「国民認識の啓発」につ

いては、委員の方々からもたびたびご指摘があり、次期施策大綱で強調すべき点であると

思っております。そこで、テーマ１で触れるというよりは、国民に対するメッセージとい

う形で取り上げてみてはいかがでしょうか。 

 以上でございます。 

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 貴重なご意見を賜りました。確かに、今回は、国民に対する物流の意義を、いかにアピ

ールするかというところについては、ご指摘のとおりだと思いますので、これは、意義に

入れるのか、それとも、具体的な取り組みに入れるのか、今後検討させていただきたいと

思っております。 

 大変ありがとうございました。 

 それでは、何かございますでしょうか。 

【根本委員】  今ご発言の中で、２０２０年ぐらいまでに実現する施策に重点を置いて

みたいなお話がございましたけれども、この計画の性格を確認しておいたほうがいいと思

うんです。この計画は５年ごとに、ローリングしながら策定していきます。今回の計画の

計画期間は２０１７年から２１年でしたか。計画期間というのが、決まっているわけです
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よね。この計画の考え方をご説明いただいたほうがいいと思うんですけれども。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 平嶋課長、よろしくお願いします。 

【平嶋物流政策課長】  こちらの総合物流政策大綱につきましては、根本先生がおっし

ゃったように、今までは計画期間を５カ年としておりました。５年間、政府全体としてど

のような方向性をもって課題に取り組んでいくのか、ということを位置づけているもので

あります。 

 今、ご議論いただいております見直しにつきましては、２０１７年度から４年間。２０

２０年度までの間というのを対象としていきたいと思っております。ただ、この計画期間

でカバーされている施策は、その中で全部完結するというものではなくて、当然施策とし

てはずっと継続して、１つの目標を追っていくわけであります。実施期間が短いもの、そ

れから長いもの、それぞれいろいろなテーマに応じて書いていくということになると思っ

ております。 

 ですので、１つの取り組みというのが、どこまで達成するかというのと、この中で盛り

込んでいく取り組みの項目、それから優先順位というのは、また独立した話かと思ってお

ります。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 ２０１７年から２０２０年が目途ということでございますので、よろしくお願いをいた

します。 

 何かございますでしょうか。 

 どうぞ。秋田委員。 

【秋田委員】  ありがとうございます。秋田でございます。 

 おおむね、骨子については、これでよろしいかと思います。今も２０２０年と出ました

けれども、２０２０年までのオリンピックまでは、日本経済も一定の高揚感を保持してい

くのだろうと思います。 

 ただ、その後大綱の期間内に経済がどう変化していくのかというのは、非常に不透明な

ところです。そういった中で、ここで、今現在の労働力不足にも非常に関連するのですが、

社会的な非常に大きなテーマである少子高齢化は、５年後に、これはもう確実に一定程度

さらに進んでいくということから、その中で、やはり女性、高齢者の労働力を活用してい

く必要があります。物流業界に、もっと、女性、高齢者の方々に参画していただくという
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そういう一定の方向性について、これを大きな流れの中で、一言触れておいたほうがよい

のではないかと思います。それが結局は、ＡＩとか、そういった省力化にもつながります

し、労働の効率化にもつながると思います。引いては、人手不足にも資するというところ

があると思います。そういったことを感じました。 

 以上でございます。 

【野尻座長】  大変ありがとうございました。 

 確かに、そのとおりだと思いますし、また、小林委員がおっしゃられたような、国民に

広く物流の意義を啓蒙するというんでしょうか。そういう中で、さらに、女性あるいは高

齢者の労働力の活用というのは、かなり結びついてくる部分があるような気がいたします

ので、この点について、何か、特に追加的にご発言をいただけるような方はいらっしゃい

ますでしょうか。 

 女性の労働力の活用。あるいは高齢者の労働力の活用というのも、ヒアリング。あるい

はこの場でも出ておりますので、今回若干目立たなかったのかなという気がしますが、も

う少し表に出していただけるというふうにしていただければありがたいと思いますけれど

も。ありがとうございました。 

 それでは、この意義のほうにつきましては、今の秋田委員のようなご発言もありますが、

基本的にこの検討会の皆様の間で、今日の物流が、非常に危機的な状況にあるということ

については、共通の認識で、現下のこの危機的な状況を今後どうするかという形で、施策

の大綱を求めていきたいということについては、ご同意いただけますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 また、書きぶりについては、できあがってから、いろいろご指摘をいただきたいと思い

ます。 

 そこで、３番目のほうの、３つの柱について、果たして３本でいいのか。あるいは、も

っと増やしたほうがいいのか。ぜひ、率直にご意見をいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 増井先生。ここは１つ、よろしくお願いいたします。 

【増井委員】  増井でございます。ご指名ありがとうございます。 

 今、お話がありましたように、物流を取り巻く環境は、ＥＣ、その他、高齢化というこ

ともあって、個別配送や宅配のようなところまで、浸透してきています。一番大きな問題

は、物流の構造が変わってきているんではないかということを、どこかで触れておいたほ
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うがいいのではないかなということです。 

 小口・多頻度の問題は、ＢｔｏＢでもございましたけれども、そうではなくて、物流の

社会的な意義といいましょうか、要求といいましょうか、そういうものが、随分変化して

きているということを、ぜひ物流を取り巻く環境というところで、示しておいていただく

のが、まず必要かと思います。 

 それに伴いまして、多くの項目が挙げられまして、それぞれ非常に重要なことなんです

けれども、私、前にも申し上げましたが、将来、こういう構造変化が起こったときに、物

流のあり方がこのままでいいのかということを、いつ検討を始めるのだろうかと。維持・

向上という言葉はよく出てくるんですけれども、設計とか構想とかっていう言葉が非常に

少ないんではないかなというふうに感じる次第です。 

 マーケットが変わってきている。物流マーケットが変わってきている。これは１つのチ

ャンスでもあるというふうに、申し上げました。いわゆる物流が皆さんに認識されてきて

いるということで、まず１つ書くべきことは、物流の地位、社会的地位向上ということを

ぜひ目指したいというふうに思います。そうすると、労働環境も少しは上向いてくるとい

う側面もあるかと思いますので、それをぜひ書いていただきたいと思います。 

 次に、物流ネットワークをどういうふうにしていくのか。いわゆるＢｔｏＢ的な物流イ

ンフラに加えて、ＢｔｏＣとか、ＣｔｏＣのようなインフラを、どういうふうに持ってい

くんだろうかということを、この場では議論できないと思うんですけれども、そういうこ

とについて、そろそろ検討を始めるというようなことを明記しておく必要があるんではな

いかなと感じるところが大きいのです。 

 要するに、物流のあり方が変わってきている。これに対してインフラはこのままでいい

のか。海外の状況も変わってきています。それから、農産物の輸出入なんかも随分変わっ

てきております。そうすると、港、鉄道もこのままでいいのかということ。これらについ

て、いつごろ検討を始めて、どこでやるのかということ。５年では無理かと思いますけれ

ども、そういうことを意識しながら、いろいろな項目を立ち上げていっていただくと、整

理がうまくいくんではないかというふうに思います。 

 もう一つは、前の大綱にＰＤＣＡを回すというふうなことが書かれておりましたが、今

回、これを策定する上で、前回と同じような項目もたくさん出ておりますし、推進プログ

ラムの項目もたくさん出ております。これらがどこまで進んで、今、どういう状況にある

のか。今後そのまま進めるのか。いや、これはここでとめるのか。将来の物流ネットワー
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ク構想のために、どういうふうにもっていくのか。そういうふうに見直していくというス

テップについても、どこかで触れておく必要があると思います。書きぶりになるかとも思

いますけれども、そういう点が気になりました。 

 以上でございます。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 やはり、３つの柱の中では、今ご指摘のような、インフラのところが少し弱いかなと思

っておりますし、さらには、国際の部分。もちろん先ほどのご説明の中にもありましたけ

れども、かつての大綱ではかなり国際の部分が重要視されておりました。その辺は過去の

大綱を引き継いで、ちょっと強調していってもいいのかなという印象を持っております。 

 それでは、高松委員お願いいたします。 

【高松委員】  ２回ばかり欠席して、大変申しわけありません。 

 全体的な立て方については、異論はないと思っているんですが、１点だけ少し気になっ

ているのが、これらの施策をそれぞれやっていく上で、相当、国もしかりですし、それぞ

れ業界もしかりですし、財源的に相当費用がかさんでくる部分があるんだろうと。その辺

のところは、どこにも触れられていないということで、少し、その辺のところも議論の上

に上げておいたほうがいいのかな。 

 それで、最近は、なかなかもう議論にはならないんですが、自動車関係諸税というもの

が、過去ありまして、今もあるんですが、その中に道路特定財源ということで、本則を越

える税制が、今なおかぶっているという状況があります。これから、今、特定財源ではな

くなったわけではありますが、引き続き受益者負担ということで、自動車ユーザーが支払

っているような形になっていますので、そういったものの財源も活用しながら、これから

の老朽化しているインフラの再構築。あるいは労働力不足のための原資というような形に

も、活用も余地があるんではないのかなということ、少し思っていたものですから。つけ

加えて申し上げたいと思います。 

 以上です。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 確かに財源問題は今回どうでしょうか。 

【平嶋物流政策課長】  予算については、単年度単年度で議論が進むものですから、な

かなか長期的なものというのは触れにくいところがあります。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 
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 私もちょっと気がつきませんでした。失礼いたしました。 

 そのほか、お気づきの点がございましたら。どなたでも結構ですが。圓川先生にお願い

してもいいでしょうか。よろしいでしょうか。 

【圓川委員】  圓川です。 

 ２番目の柱の中で、③で、物流人材の育成。高度人材の育成というのがありまして、資

料、参考資料の１で、これまで出てきた意見が述べられているんですけれども、やはり、

プライシングメニュー方式であるとか、価格に応じた価値提供を提案できる企画力をもつ

高度な物流のキャリア人材を育成するというのが一番の課題ではないか、と思います。日

本の場合欧米と異なり、ロジスティクスとか、それからSＣＭ、このようなキャリア形成を

目指すような大学の学部とか、大学院がないというのが、その根本にあります。今、文科

省で専門職大学という方向性、検討されていますけれども、それを待ってはとても間に合

わないといったことなんです。 

 じゃあ、どうするかというと、ここにＪＩＬＳのような機関で、実際社会人の方、企業

の方を対象に教育・人材育成しているんですけれども、これを拡大・強化していくことが、

当面必要なことではないのなと思います。 

 過去、品質管理の世界で、日本科学技術連盟、日本規格協会とか、そこを人材育成のメ

ッカとして、日本の高品質、高信頼性を支える人材が輩出された成功例があるわけです。

そういった意味で、物流をキャリアとする高度な人材、これがないと、いくらインフラや

っても、いくらＩＴを導入しても効果は少ない。それを活用してそこから価値を生むよう

なビジネスモデルとか、うまく生産性を上げるようなことを企画できるような、あるいは

戦略を策定できるような、人材育成というのが、私は一番大切だと思います。 

 そういった意味で、できれば、２番目の柱の③になっていますけれども、これ、１、２、

３の３本の柱の全部を串刺しするものとして、あるいは大きな柱１、２、３の次の４番目

の柱とするのが妥当ではないか、無論、皆さん賛同得られればですが。そうすれば、先ほ

どの高齢者とか女性をうまく活用するとか、そういった問題も全部関連しているわけです。

あるいは、生産性向上にも大きく関係します。できれば、そういった全体構図のほうが、

少しわかりやすいのかなというふうな、気がいたしました。 

 これは単なる意見であります。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 貴重なご意見だと思いますので、また、検討していただきたいと思います。 



 -19- 

【圓川委員】  済みません。あと、１つだけいいですか。 

【野尻座長】  はい。 

【圓川委員】  今回、国際物流で、NACCSの議論があまりなかったような印象があります。

国際物流の要として、官民だけでなく、民民のシステムを含むプラットホームとしてNACCS

をもつことは、日本の優位性です。ですが民民の方はまだまだうまく活用されていません。

料金の問題があるかと思いますが、皆が使えばそれだけ料金も安くできますし、利便性も

高まる訳です。折角、他国にはない優れたプラットフォーム持っている訳ですから、一層

の活用を推奨するということも１つ強調しておくべきではないかと思います。 

 以上です。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 NACCSの活用については、これ、村上さんが一番詳しいでしょうか。何か。ご示唆があれ

ば、お願いしたいと思います。 

【村上委員】  私、特にNACCSに詳しいということは、全くないのですが、今年１０月の

次期NACCS更改に合わせ、通関業制度が６０年ぶりに大々的に変わり、通関申告時に書類が

不要となります。 それに伴い、同時に、通関申告官署の自由化という大きな変革があり

ます。これを享受できる物流事業者は、AEO制度の認証を持った事業者に限るという条件が

つきますが、これは非常に大きな変革になります。 ２０１７年１０月以降、この変革に

より通関に従事する物流事業者の事業環境がどう変化するかについては、皆さん意見が分

かれていて、まだ読めないですけれども、この辺も、少し触れたほうがいいのかなという

のがあります。 

 更に申し上げると、２０１７年から２０年まで何が起きるのか…と考えながら、「提言の

方向」を読ませていただいたのですが、私の説明の中でも触れましたが、実は、今大きく

伸びている唯一のマーケットというのは、Ｅコマースなのです。毎年１０％以上伸びてい

るマーケットというのは、Ｅコマースしかなくて、一方で、店舗小売は売り上げが落ちて

います。今後、Ｅコマースが、２０１７年から２０年で、毎年１０％以上伸びると大変な

伸びとなります。いずれ、倍ぐらいになるかもしれないという勢いです。これを物流面で

支えるのが宅配になるわけですが、私は、３つの柱の①の説明文中に、「宅配サービスが、

既に国民のライフラインになっている」ということを、はっきり書いていただきたいと思

います。 宅配がないと生活できない人が出始めていて、３食宅配に頼っているような買

い物弱者の方々等に、少しずつ影響が出始めるという懸念についてはっきり書いた上で、
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先ほど小林さんがおっしゃったように、国民へのメッセージとして、こういう大事なライ

フラインを守るのは、我々一人一人の行動なのだということを、明記してほしい…という

期待があります。 

 それから、3つの柱②の物流システムの強化・高度化に関係しますが、２０２０年まで

に何が起こるか…と考えたときに、１つ確実に起こるのは、東京オリンピックも絡めたイ

ンバウンドが、急増するということです。②のドラフトには、インバウンド増加への対応

には触れておらず、それは、多分人流なので、物流ではないという人がいるかもしれない

のですが、手ぶら観光とか、既に一部物流が絡んでいることを推進しています。このイン

バウンド増加、これによって、農産物輸出とかも微妙に絡んできますし、越境ＥＣなども

絡んでくるのですけれども、インバウンド増加への物流面からの対応について、どういう

ふうに書き込むかというのは、物流システムの強化・高度化の中に、関係してくるのかな

というふうに思った次第です。 

 それから、先ほど圓川先生が言った人材の話は、私もプレゼンしたとおり、お隣の中国

が相当ここに力を入れて強化しているので、そういう状況を横目で見ながら、やはり何か

手を打たなければいけないのかなと思います。これは、大綱に書く、書かない…の話では

なくて、個人的に思っている案件です。 以上です。  

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 ちょっと不勉強なのですが、樋口委員は、この辺は、何かお考えになってらっしゃいま

すか。 

【樋口委員】  NACCSの件ですか。 

【野尻座長】  その他も含めてお願いいたします。 

【樋口委員】  NACCSに関して、結構シングルウインドー化ということでは、やっている

んですけれども、もう一つライバルがいて、国連の無料で使えるのがあったりとか。です

から、やっぱり国の方向性として、これをどこまで展開していくんだということを、きっ

ちり示さないと、民間としてもどこまで乗っていいのかというのは、見えてこないと思い

ます。 

 ですから、やっぱりNACCSも方向性として、この５年間でアジアを中心に、どんどんミャ

ンマーだけじゃなくてという話にしたほうがわかりやすくなるのではないかというふうに

思います。 

 それから、インフラもそうですし、人材もそうなんですが、やはり５年間ぐらいの中で、
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どういう教育をするのかとか、あるいはモーダルシフトをやるにしても、内航はもう老朽

化しちゃっているとか、いろいろ問題があります。大上段に立って、１つ、国民的アピー

ルとしては、宅配便とラストワンマイルというのは、とても大切なんですが、やはり国内

のほかの物流も相当まいっちゃっている。古くて、更新が全くされていないみたいなもの

が多いということをアピールするべきでは。 

 それから、鉄道貨物もどういう方向に持っていくのか。これもやはりパートナーシップ

だけではとても限界がある。どういう方向にもっていくということを、検討しようという

ようなことを明確に書いていきませんと、人も物も全然小手先だけでは、できない状況に

なっておりますので、就職の問題とか具体的に、やっぱり学校をいくつつくるぞとか、何

か明確な方針を打ち出せるようなことがあれば、わかりやすくなるのではないかと思って

おります。 

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 実は、私も、これを、全体を見まして、かなり宅配トラックが取り上げられているなと

いう印象を受けまして、反面、内航外航、鉄道、あるいは航空などは樋口委員のおっしゃ

られたように、かなりの高度な危機をはらんでいるということの認識が若干足らないのか

なという印象を持った次第です。この辺はいかがでしょうか。ほかの委員の皆様で、何か

ご見解があれば、ご指摘をいただきたいと思いますけれども。 

 どうぞ。 

【原田委員】  原田です。 

 今の件に関しまして、最初のご説明の中でも、資料３の対応の方向性と、その下にぶら

下がる具体的な取り組みの関係でいうと、かなり重複あり得るだろうというお話がありま

したけれども、テーマと対応の方向性のところも、それぞれダブるところがあるかなと思

っておりまして、具体的に申しますと、テーマの１で、物流システムの維持・確保に当た

りましては、やはり２のほうに入っています、今お話があった内航の海運ですとか、鉄道

を活用しないと、やはりシステムが維持できない。要は、高度化・強化の前の段階の維持

のレベルで、やはりそれは不可欠ではないかというふうに思いまして、インフラの物流シ

ステムの維持のために、やはり海運、鉄道の機能強化というのが、不可欠であるというこ

とが、わかるような形で示しておいたほうがよろしいのかなというふうに思いました。 

 一方、１の物流システムの維持・確保の中に、先進的技術の利活用というのが、ＩＴ、

ＩｏＴほかございまして、これは、そういう維持・確保ということに加えて、やはりシス
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テムの強化・高度化、付加価値を高めるということにも非常に効いてくると思うんですが、

それがテーマの２のほうで申しますと、共通プラットフォームの構築という中に、そうい

った要素が少し主な発言のほうで見ると入っているんですが、そこの部分が、プラットフ

ォームの構築というだけだと、システムの強化・高度化というところに対して、少し弱い

感じがありまして、さらにもう少し前に踏み込むような表現のほうがよろしいのかなとい

うふうに思いました。 

 以上です。 

【野尻座長】  大変ありがとうございました。 

 そうですね。その辺も、今後要検討というところでしょうね。 

 根本先生。 

【根本委員】  今の発言に触発されて、私もコメントしたいと思います。①、②、③に

共通する課題として、人材の話もありましたけれども、今、触れられた情報システムも重

要じゃないかと思うんですよ。 

 やっぱり、前の大綱と比べても、現在は、いろいろな情報システムが活用できるように

なってきました。トラック事業に関しても、人、それから車、荷物、それから事業所。い

ろいろなものが管理対象になるわけですけれども、そういうものに対して、個別にいろい

ろな情報がとれて、その情報で、監視したり、取り締まりをしたりすることもできるよう

になってきました。そういう意味では、①も②も③も、情報システムを活用してうまく規

制をする。それからインセンティブも与えていくというふうなことが必要かなと思うんで

す。人材と同じような意味で、情報システムを分野を横断する横串的な意味で、書くのが

いいのかなという気がしました。 

 それから、発言のチャンス与えられたので、ついでに申し上げておくと、前のほうで、

関係省庁の連携による施策の総合的な推進ってありました。思ったのは、ドライバー、そ

れからトラック、荷物、事業所については、管轄する省庁とか局が違うじゃないですか。

それぞれが取り締まりをして、それぞれが自分の施策範囲内でインセンティブを与えてい

るんですよ。Ｇマークをとれば、こういうインセンティブ与えるよ。何かＥＴＣ２.０で特

車ゴールド与えるよとか。本来だったらそういう情報を共有すれば「ここの事業所はＧマ

ーク取っているけれども過積載しているぞ」とか、組み合わせで評価できるわけです。こ

この安全マネジメントはしっかりやっているが、ドライバーはあちこちでアルバイトをし

て、時間超過して働いているよとか。そういったときに、これ役所あまり得意じゃないん
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だけれども、お互いに、そういう情報が使えるようになれば、規制、インセンティブ付与

が違ってくると思うんです。 

 特に道路局の持っている、多頻度大口割引っていうカードがあるわけじゃないですか。

それは、一番効くインセンティブです。皆さん情報を共有しながら、規制と、それからイ

ンセンティブを、上手に使い分けてやっていったらどうかなと思います。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 かなり具体的に踏み込んでいただきましたけれども、要は、関係省庁で、より連携を深

めて、施策を実行してほしいということでよろしいですね。 

【根本委員】  そうですね。 

【野尻座長】  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【神宮司委員】  神宮司でございます。 

 大綱策定の意義として、現在の物流業界を取り巻く環境の厳しさについて言及されてお

りますが、まさしくこのとおりであり、目指すべき方向性と取り組みに記載のある「３つ

の柱」についてもこの内容で良いと思います。ただ、我々物流業者として、当然、解決に

向けた取り組みをやっていくのですが、我々だけ、物流業者だけでベストな解というのは

なかなか導き出せない。我々には荷主であるお客様の存在もあり、やはり荷主と一緒に課

題を共有し、協力を得ながら、協働の取り組みをしていく必要がある。という内容を入れ

て頂ければと思います。我々物流業者だけでの対応には限界があると思っております。 

ＲＦＩＤの活用を例にすれば、物流業者の範疇だけの活用ではなく、サプライチェーンの

上流である荷主サイドでＲＦＩＤの貼付をしていただくことにより、全体効率化に大きく

寄与するものと考えております。もちろん、物流業者として我々から荷主へも提案はして

いくのですが、業界を超えた取り組みの必要性といった視点を入れて頂ければ良いかなと

思います。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 じゃあ、佐藤委員。お願いします。 

【佐藤委員】  ありがとうございます。 

 先ほど、増井先生もおっしゃっていたように、構想に近い形かもしれませんけれども、

やっぱり第４次産業革命に備えたビジネス環境インフラ整備みたいな形で、その中にプラ



 -24- 

ットフォームづくりとか、例えばパレット輸送するにしても、例えばトレイの問題なんか

で、よく出てくるんですけれども、生産ライン工程に組み込まれているので、サイズを変

えるのが、すごく容易じゃないよというようなご意見も聞きますので、やっぱりそういっ

たときに、将来のＩｏＴ化とか、ロボット化とか、自動化を、産業に積極的に取り入れて

いくためには、こういう構想で将来物流を導いていきたいと。であれば、設備更新時期が

あるので、そういったときに、どういう形で進むかというところを示すことができると産

業界も助かるんじゃないかなと。 

 それで、第４次産業革命の実現に向けたいろいろなビジネス環境整備という中で、標準

化とかプラットフォーム化の話題を吸収していただくというのも１つの方策じゃないかな

と思っております。 

 以上です。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 いみじくも、お二人の委員から、やはり物流については、運送事業者だけではなくて、

やはり荷主との共同というのを、より積極的に進めるべきであろうと。また、具体的な提

言もなされております。 

 私も、ざっと見たところ、おそらく事務局のほうでは、当然両方にらんで書いていただ

いているとは思うんですけれども、若干物流業者のほうへのウエートが高いのかなと思い

ました。荷主の皆様に、より積極的に今後この物流の問題について、関心を持っていただ

くというきっかけになればいいなと、個人的には思ってございます。 

 そういう意味では、トヨタの一柳さん、いかがでしょうか。 

【一柳（尚）委員】  トヨタ自動車の一柳です。 

 内容的に、資料の３番見させていただくと、１個１個は、そのとおりだなということ、

全く異存はないんですけれども、３つの柱のまとめ方が多分すごく難しいなというふうに

私も思っていたんですけれども、意義のところに書かれている危機感というところからす

ると、①と②で、そこがメッセージとしてうまく伝わるのかなというところじゃないかな

というふうに思います。 

 皆さんが発言されたところで、ほんとうに危機感があるのであれば、そこに対してどう

しますというのが、１つの柱として必要なんじゃないかなと。これは、もう労働者不足。

これはドライバーだけじゃなくて、先ほども言われましたように、海上輸送もそうですし、

陸上だけじゃなくて、空もそうかもしれません。 
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 それから、②のところのシステムの強化・高度化というところも、多分総花的にやって

しまうと、なかなかこの５年間じゃできないということであれば、どこからやっぱりやっ

ていくんだろうねというところで、これはいろいろなケースがあるので、軽々しく発言で

きないんですけれども、大量のところについては、集中的に高度化していくと。過疎のと

ころについては、維持をしていく。そういったような色分けを考えていくような、柱に整

理したほうが、メッセージとしては、伝わりやすいのかなという気がします。 

 以上です。 

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 確かにそうですね。先ほど申し上げましたように、危機的な状況というのは共通だけれ

ども、じゃあ、それどうするんだということについて、少し丁寧にということだろうとい

うふうに思います。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 坂本委員。お願いします。 

【坂本委員】  今のお話とダブるかもしれないんですが、やはり、特に①と②番。この

物流システムの維持・確保と、強度・高度化というのが、どこが違うのかよくわかりにく

いと思うんです。立てつけの問題かもしれない。書き回しの問題か、立てつけの問題か、

ちょっとわからないんですが、上の危機感とは全然つながらないと思うんです。だからそ

れがシステムの問題なのか、法規制の問題なのか、インフラの問題なのか、人の問題なの

か、いろいろな問題あると思うんですけれども、僕はもうちょっと絞ったほうが、立てつ

けとしてはわかりやすいし、メッセージ性はあると思うんですが、これ、１番２番って誰

も反対しないと思います。何か、聞き流されちゃうというか。もうちょっと、何かこう、

先鋭化というと言葉あれですけれども、絞ったほうがいいんじゃないかという気が若干し

ました。 

【野尻座長】  ありがとうございます。 

 これは、また、大変貴重なご意見だと思います。確かに全体を見まして、誰も反対がで

きないといいますか。そのとおりだなと、皆さん相づちを打たれる内容だと思うんですけ

れども、その分ちょっとインパクトに欠けるといいますか。一体何が今一番言いたいんだ

というところが、ちょっと薄くなってしまう可能性があるなということで、これから、そ

の点についても、ご努力をいただけるといいですけれども。 

 そのほかいかがでございましょう。 
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 二村委員はいかがですか。 

【二村委員】  東京女子大学の二村でございます。 

 いろいろなことを思いながら拝見していたんですが、まず資料の３は、ほんとうに網羅

してある感じで。ですから、やっぱりメリハリなのかなというような気がいたします。何

をどういう部分を特に短時間でやっていく必要があるのかということに関しては、やはり

強調すべき点は強調しというところが、まずつくりとして必要なのかなと思いました。 

 それから、維持・確保の３つの柱のうちの①ですけれども、今まで民間の自由な活動の

中でサービスレベルというものは、決まってきたんだと思います。そのサービスレベルと

いうのを１００％維持できるのかどうかといったときに、維持できれば、非常にそれは幸

せなことですけれども、やはり財政制約というものもあります。ですから、どの程度まで

というようなところも念頭に置きながら、例えば過疎地域でもって、今の状況というのを

維持できるのかといったときに、あまりバラ色の絵を描いてしまったら、むしろ未来が厳

しいんじゃないかというふうに、少し控えめに私自身は考えております。 

 それから、今回の取りまとめ拝見していますと、やっぱり物流大綱というだけあって、

輸送中心であるなというような感じがいたします。もちろん物流なんですけれども、サプ

ライチェーンの中の物流であるというような位置づけをどこかに置いたほうが、先ほど荷

主との連携というようなお話も出ましたけれども、そういう見方が少しは入ってよろしい

んじゃないかというふうに思った次第でございます。 

 以上でございます。 

【野尻座長】  ありがとうございます。 

 どうやら、やはり、こちらからご指名をさせていただいたほうが、発言が促されるよう

な形で、そういうことですと、藤倉委員。よろしくお願いします。これから順番に。 

【藤倉委員】  藤倉運輸の藤倉でございます。 

 そうですね。私も運送業者の立場でお話させていただきますと、労働改善、労働環境の

改善ということで、人材不足等々言われておりますけれども、この検討会の一番最初に申

し上げたんですが、人材の確保に関しまして、短期的なところと中期的なところというの

があるのかなと思っております。短期的と言っても、先ほどから話出ているとおり、２０

２０年のオリンピックに向けて、進んでいくわけなんですが、オリンピックに向けて、労

働時間の問題もかなり話出ていましたけれども、これも、一応５年間というか、猶予があ

るということになりました。それによって、長時間労働をすぐさま５年以内に改善すると
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いうのは、非常に難しい状況です。オリンピックも見据えて、それにしっかりと対応して

いかないといけないと思うと、非常にこの５年間の後、２０２０年の後に、この業界がど

ういうふうになるのかなと憂慮しているところです。 

 先ほどから、５年間では、なかなか問題が解決できないというお話がされている中で、

そうすると、２０２０年以降、この業界、物流業界、運送業含めて、どうなるのかという

話は、非常にそこが怖いところがあります。今２０２０年のオリンピックまでは、建設も

運輸も何とかオリンピックまでしっかり頑張って働いてくれと。その後２０２０年以降は、

自分たちで頑張れと、そういうようなニュアンスのことを、言われているような気がして、

非常にそちらのほうに危機を感じております。 

 そういう意味では、５年に一度の大綱ということであれば、その５年後、次の大綱をや

るときには、既にそのような時期になっているわけで、ぜひその辺も含めて、その後のこ

とも、今回の大綱で盛り込んでいただければ、非常にありがたいなと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 兵頭委員。お願いします。 

【兵頭委員】  今の意見には、私も賛成で、資料３も見ていきますと、あまりにも、何

ていいますか。現在の問題に特化して、むしろ５年後の２０２２ですか。５年先から振り

返って、今何をすべきかっていうそういう視点も必要かなと。そういう意味では、全体を

俯瞰する意味では、私不勉強で、ちゃんと見ていないんですが、前回の大綱。今日も話は

いっぱい出ていましたけれども、前回の大綱の全体像と、それから今回の全体像。一体ど

こが違うのか。ないしは、変わらず、やっぱり同じような項目はあるべき項目ももちろん

あると思うんですが。そういった時間軸でしっかりと見ていくというそういう見方も必要

かなという気がしました。 

 それから、あと１つは、やっぱり国際の話が、どちらかというと比重が少なくて、我々

の分野で言うと、よくインフラ輸出とか言いますけれども、やはり日本の高度な物流サー

ビスを、これやはりアジア中心に展開していくとか、そういったことを後押しするような

施策もより強化されるべきであろうなと、そんなことを思った次第です。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 それでは、一柳委員。よろしくお願いします。 

【一柳（創）委員】  済みません。大和の一柳と申します。 
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 私も普段こういった形で、物流業界をウォッチさせていただく中で行きますと、今回ち

ょっと控えめに書いてあったんですが、取りまとめ方向４ページ目、一番下に、長期的構

想の策定。要は、企業さんが実際に投資なんかを決めるに際して、どこに別途すべきなの

かみたいなところは、当然考えられるでしょうし、それを何らかの形で指し示すものにな

ってほしいなというふうにも思っています。 

 途中途中、いろいろな方が指摘してされていたように、全て網羅的に書いていただいて

おって、いずれも必要な話なんだとは理解しているんですけれども、その中でほんとうに

効果がある。投資リターンというと言いすぎかもしれませんが、そういった成果、効果が

上がる、上がらないといった部分も、議論ないしは、優先順位のつけ方の１つの選定要因

として、きちんと理解できるような形で示していただけると、多くの方にも伝わりやすい

んではないかなというふうに感じております。 

 そういった意味で、すごく網羅的で参考になる、勉強になるところもあるんですが、じ

ゃあ、実際何年かたったときに、どれがほんとうに効果があったんだろうというのが、ち

ょっとまだ見えにくいなというふうにも感じておりまして、そのあたりの議論ないしは方

向感が示されると、なおのことよくなるんじゃないかと思っております。 

 あともう一つ、ごめんなさい。途中途中で関係省庁云々というところもありましたが、

外から見ていると、どうしても輸送モード感の連携がちょっと低いなとか、アセットの所

有者が、例えば行政だけでなくて地方自治体なんかとなっている港の問題も含めて、事業

会社の皆さんに取材をしていると、少しそのあたりの連携に不足を感じることがございま

す。 

 そういった意味では、大綱と銘打っているこの提言ということになるわけですから、ほ

んとうに大がかりに、地方自治体なんかも巻き込めるようなものだとなおのこといいんじ

ゃないかなというふうに見ております。 

 済みません。ちょっととりとめのない説明になってしまいましたが、以上です。 

【野尻座長】  問題ございません。ありがとうございました。 

 羽津委員。よろしくお願いします。 

【羽津委員】  ニチレイロジの羽津でございます。 

 先ほど、二村先生のほうからもお話ありましたように、この資料３。ずっと見ていきま

すと、やはり輸送にかかわる記述が非常に多くて、そのほかのところがちょっと少ないの

かなと。物流と言いますと、輸送のみにあらずということで、例えば、労働不足のところ
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でも、ドライバー不足というところばかりが重視されていますけれども、現実には、例え

ば倉庫の荷役労働者の不足がやはり物流のボトルネックなっているというような現象もあ

りますので、もう少し広く問題を見ていただいた上で、どのように対応していくのかとい

うような視点が加わるといいのかなと考えております。 

 さらには、私どもの、私の専業です。国際物流のほうなんですけれども、こちらのほう

も、日本の産業を支える非常に重要なインフラだと認識しておりますので、この国際物流

に関しましても、今の問題点をもう少し整理した上で、何らかの今後の対応策が、示され

るといいのかなというふうに期待をしております。 

 以上です。 

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 波多江委員、よろしくお願いします。 

【波多江委員】  私のほうは、農産物の問題でございますので、全体の部分から行くと、

若干全体の皆さんの部分とは、かけ離れた部分があるんですけれども、ただ、農林水産省、

今日ご出席でございますけれども、物流の部分について、特に輸出の関連する部分につい

ては、毎年物流部会という部分の中で整理をさせていただいておりますので、ぜひ連携す

る関係省庁とも、部分の中で、この課題について、活用していただければ大変ありがたい

なというふうに思います。 

 ただ、今日せっかくこの資料を見させていただいているわけですけれども、これ平嶋課

長の整理の仕方おもしろいなと思っているんですが、せっかく色をつけていただいており

まして、検討会での発言。それからヒアリングの聴取の機会。それから答申。というよう

に、黄色と青と赤。全てこれつけられている課題というのは、やっぱり共通する重要な課

題なのかなというふうな捉え方もできるんじゃないかなというふうに思います。 

 実際は、どうなのかという部分もありますけれども、捉え方としては、おもしろい整理

の仕方なんじゃないかなというふうに、蛇足ですけれども。 

【野尻座長】  ありがとうございます。気がつきませんでした。 

 新田委員、よろしくお願いします。 

【新田委員】  花王の新田でございます。 

 重複するかもしれませんけれども、意見を述べさせていただきます。先ほど二村先生が、

物流をサプライチェーンの一環としてちゃんと捉えるべきじゃないかというので、私のほ

うは、先日、前回、メーカー側として物流を捉えたときに、やはり生産性が低下していく
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と、ボトルネックになって安定供給ができないというようなご意見を申し上げました。 

 そこで、人の課題とか、自動化、省力化がやっぱり、投資の面で難しいだとか、そうい

ったところを、全体を踏まえて、やはりレベルを上げていくというか、生産性を上げてい

くというようなことを、盛り込んでいただきたいなというふうに思います。 

 それから、神宮寺委員が、物流業者だけじゃなくて荷主も一緒にというご意見ありまし

たけれども、私どもはメーカーでありまして、また、物流もやっているというところで、

荷主でもあり、また、業者でもあるということですけれども、最終的には、流通の、今日

イオンさんもお越しになっていますけれども、流通のお客様が、荷主になるということで、

非常に複雑な立場なんですが、例えば、先日国交省がＲＦＩＤ１千億宣言というのをなさ

れまして、ＲＦＩＤが２０２５年までに、ほとんど全部の商品についていることと。コン

ビニ業界は、それを前提に無人レジをやるということなんですけれども、じゃあ一体誰が

張って、そのコストがどういうふうに負担されていくのかとか、そのための技術開発に対

する財源の考え方とか、要するに日本の国全体が、そういうふうなＲＦＩＤの先進国にな

るんであれば、どこからムーブメント起こしていくかというのを、活用という言葉とかだ

けではなくて、何かここに盛り込んだほうがいいんじゃないかなと。まだ私勉強が足りま

せんので、それ以上のこと申し上げられませんけれども、そういうふうに思いました。 

 それから、圓川先生が、先ほど申し上げました教育の問題なんですけれども、これもこ

こで触れておくべきだと思います。若い学生さんが、我々のところにも経営学とか学ばれ

て入ってこられるんですけれども、やはり将来が不安だというふうにおっしゃっておりま

す。それは、我々も教育の問題もございますけれども、やはり物流をきわめていくと、こ

ういった夢があるとか、国を変えていけるだとか、国際競争力がつけられる。そういうパ

ワーに若い人がなり得るというような、少し夢を語る部分も提言にあってもいい。２０２

２年までですか。ということで、難しいものあるかもしれません。その基盤づくりを、少

なくとも教育の面からやっていくとか、そういったのも必要ではないかというふうに思っ

ております。 

 ありがとうございました。 

【野尻座長】  どうもありがとうございました。 

 竹林委員。よろしければ。 

【竹林委員】  私、ちょっと久しぶりに出席させてもらったんで、発言は全然控えてい

たんですけれども、できるだけ２つぐらいにしたいと思います。 
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 １つは、先ほどから国際の話が少ないですよねっていう話で、私も専門が国際輸送なん

で、そういうのはあるのかなと私自身も思いますけれども、ロングホールの輸送は別とし

て、実際もう今のところ、日本のそういった物流の相当分を占めているのは、２,０００海

里内外のところで相当いってしまっているので、そういったところが、果たしてほんとう

にこれから先も国際ですねというようなイメージになるのかなというのが、私は非常に不

思議で思っています。 

 だから、そこを切り分けてわざわざ考える必要が、ほんとうに今後あるのかなというの

で、今ここでは局所的に日本で起こっているドライバー不足という問題ですけれども、こ

れ越境コマースどんどん増やしていたら、他国でも当然起こっちゃうんですけれどもとい

う。だったら、そういうスパンで見ると、別に国内、国際と分けなくったって、ロングホ

ール以外はみんな同じ問題で捉えましょうねという立場で見てもいいような気がするんで

すけれどもと。だから、ここで国内って切り分けているんじゃなくて、これ国際も同じで

すよねっていうトーンのほうがありかなというふうに思います。 

 ２点目は、これと関係するんですけれども、先ほど、ＲＦＩＤの話とか、NACCSの話とか

出てきたんですけれども、日本は多分個別要素としては非常に発達していると思いますけ

れども、これらを例えばつなげていくような横断的な技術なり、あるいはこれは、兵頭先

生も私もインフラ屋なので、インフラの話でもそうですけれども、海外輸出していくとき

に、単体で持って行っているっていうようなことがあるんじゃないかなと。何が言いたい

かというと、日本が出していって、日本が提案していっているものは、何で標準化になら

へんのかということなんですよね。標準化技術というのが、やっぱり、非常に大きい流れ

をつくっていくし、将来的には、日本の物流システムというのが、例えばアジアで何らか

の標準的な技術になるのであれば、それは商売のもとになるだろうと思うわけです。 

 先ほどから出ていくNACCSというのは、１つの大きな道具ですけれども、やっぱりその中

で何が最も要求されていて、みんなが共有したいものなのか、多分誰もわかっていないと

思うんです。多分。というのは、日本の中で、博多でやっているシステムはよく似たもん

ですけれども、多分あまりリンケージしていないんじゃないかなと思います。部分的には

リンケージしていますけれども。 

 そういう、だから、ある種の縦割りというのを、これだけ情報化が進んでしまっても、

さらに細部化されて起こっているので、いろいろなものが横断的につながって、それで、

これが日本で出している物流の標準的なシステムなんですよねっていう、そういう標準化
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技術というのを、大きな枠組みとして出してほしいなという思いは、前の、私物流大綱参

加させていただいて思ったんです。やっぱり標準化というメッセージはあったほうがいい

んじゃないかなと思います。 

 以上です。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 内田委員お願いします。 

【内田委員】  確かに危機からの出発ということを強調するのであれば、これまでの延

長上ではない新しい物流の仕組みをつくるんだということを、まず何か宣言してしまって、

じゃあそれは今までの物流と、どう違うものが必要なのかという立てつけでお話をするの

がいいのかもしれません。 

 ほかの委員の先生もおっしゃった、電子タグ１千億枚宣言ですか。あれ、おとといの新

聞でしたか出て、なかなかインパクトがあって、心に残りました。こちらでも何かインパ

クトのある言葉を打ち出して、そういう新しい物流をつくるんだというふうに宣言してし

まうというのも、１つの方法かと思います。 

 今回のまとめの中で、何か言葉を拾い上げるとすれば、「プラットフォーム」でしょうか。

共通プラットフォームですね。これに新しい意味を持たせて、これまでの物流効率化や共

同化とは違うものを目指す。このプラットフォームとはなんぞやということになりますが、

例えば二村先生がおっしゃったように、サービスや運賃を自由な競争に任せているだけで

はだめで、生産性が結果として低下したわけですから、新しい仕組みでは、適正運賃を設

定するとか、サービスのレベルに歯どめをかけるであるとか、そういうことが必要になっ

てくると思います。そんなふうに核になるワードを使って、これまでと違うものをつくる

というふうに説明すると、伝わりやすいかと思います。 

 以上です。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 山口委員。最後になってしまい申し訳ありません。 

【山口委員】   

イオンの山口でございます。 

 もう既にお話が出ていますので、特にはありませんが、先ほど、二村委員からのご発言

にありましたが、サプライチェーン全体のバランスが変わってきているんじゃないかと思

います。ライフスタイルがかわり、少子高齢化であったり、働く女性が増えていることが、
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物流の業界、私ども小売の業界にも変化をもたらしています。そもそも、ライフスタイル

が変わっているということで、Ｅコマースが伸長し、小売の実店舗においても、都市部に

小型店舗が増えたり、コンビニエンスストアでも、販売する商品の中身が変わってきて、

サプライチェーンの末端が変わることによって、サプライチェーンの上流から末端の消費

者まで、サプライチェーン全体のバランスが変わってきて、そのことによって、物流の業

界にも変化が起きているんじゃないかと考えます。 

 そこで、これまでの商慣行であったり、見直しが必要な部分がでてきているのではない

か。これをさらに２０２０年以降の２０２５年であるとか、長期的に見たときに、例えば

シェアリングということも、ウーバーのようにはならないにしても、もっと情報連携をす

ることによって、最終消費者と、着荷主、中間流通、メーカーであったり、さらにその上

流の生産者がつながってくるといったようなことが必要なのではないか。 

 物流のインフラやプラットフォームを考えるときに、５年はちょっと短くて、さらにそ

の先の５年を見据えた２０２５年の日本の国の生活文化のあり方というようなことを起点

にして、単に小口化で、労働力不足で、危機感があります、だから物流業界全体の持続性

に課題がある、ということが強調されることも事実ですけれども、もっと先を見据えた国

のあり方、社会のあり方というようなことが何かあると、大綱としては、多くの人からの

賛同が得られ、それぞれの立場での努力を促すような、そういったものになるのではない

かと思います。 

【野尻座長】  ありがとうございます。 

 一通り、委員の皆様にご意見いただきましたけれども、また、追加的な意見があればど

うぞ。お出しをいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

【根本委員】  座長、よろしいですか。 

【野尻座長】  はい。よろしくお願いします。 

【根本委員】  皆さんのご意見うかがっていて、思ったことなんですけれども、この総

合物流施策大綱って、やはり、関係団体ヒアリングを踏まえてやっていますし、この検討

会自身もものすごくいろいろな分野の方に参加いただいてやっています。そういう意味じ

ゃ、ある程度総花的にならざるを得ないところがあると思うんです。発言があったのに、

それを全く無視するわけにもいかないわけですよね。 

 ただ、今日の雰囲気で一番重要だったのは、やっぱりメッセージ性がないとだめという

ことですよね。それは、私の感じたところでは、１つはやっぱり世の中で求められている
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ことに対して解を与えなきゃだめでしょう。ネット通販が増えて、ドライバーが不足して、

そして荷物が届かないよ。こういうのがもう毎日のように報道されて、それに対して答え

が出せるのか出せないのかという、そういう世の中の関心事項に応えているような見せ方

をしなきゃいけないだろうしという意見も結構あったと思います。 

あと、もう一つ、明るくなきゃだめだと。将来のあり方が示されていて、それが革新的

で若い人が夢を持てるような、ソリューションみたいなものも、そこから出てこないとや

っぱり着目されないぞと。ということが、いろいろ言われたんじゃないかと思うんです。 

 そういう意味では、だから、総花的にまとめる部分と、そういう打ち出す部分とが、う

まく、最終的な報告書の書き方の問題として、工夫できればいいんじゃないかなというふ

うに思いました。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 そのほか、何かお気づきの点、ご意見ございますでしょうか。 

 一通り、ご意見をいただいたようですので、課長のほうで何かございましたら。 

【平嶋物流政策課長】  どうもありがとうございます。 

 いろいろなご指摘を受けまして、全体のつくり方も含めて、まとめ方を考えていきたい

と思います。今日お話にありました時間軸で考えたときの、やらないといけないものの時

間軸の違い。それから、時間軸と関連するわけですけれども、課題というのが、今の課題、

それから中期的な課題、そこの構造もよく分析しながら、かつ、今ソリューションという

お話もありましたので、そういう、何をどうしていくのかというところも考えていかない

といけないのかなと思ったところであります。 

 その中で、柱を今の形がいいのか、また、本数を変えたほうがいいのか、それも含めて

考えていきたいと思っております。 

 ＲＦＩＤの関係、経産省さんありましたら。 

【小瀬商務流通保安グループ大臣官房審議官】  ＲＦＩＤについて、いろいろご指摘が

ございました。先日、コンビニ電子タグ１０００億枚宣言を策定しました。これは、コン

ビニ５社が、２０２５年までに、全ての取扱商品について、電子タグを貼付けて、個品管

理を目指すものです。ただ、一定の留保条件がございまして、１つは、電子タグの単価が

１枚１円以下になっていることが必要ということです。電子タグが高いことが１つの制約

要因になっており、できるだけたくさん使われることによって、価格を下げるという、こ

ういう狙いがあります。また、技術開発によって、単価を下げていくことも必要かと思っ
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ています。 

 更に、技術開発の面で電子タグの読取りの課題もまだあろうかと思っています。ただ、

今回は、コンビニ５社との共同の宣言でありますけれども、今後いろいろな方の理解をい

ただきながら、裾野を広げて実現に向けて取り組んでいくことが必要と考えています。 

【野尻座長】  ありがとうございました。貴重な情報いただきました。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

 もし、よろしければ、もう一つ、その他という議題が残ってございますので、その他を

お願いをいたしたいと思います。 

【平野企画官】  委員の皆さん、ありがとうございました。 

 毎回のご連絡ですけれども、本日お配りした資料ですけれども、そのまま机の上に置い

ておいていただければ、後ほど郵送させていただきます。 

 また、本日の議事概要につきましては、事務局の責任において取りまとめ、後日、国土

交通省及び経済産業省のホームページにて公開いたしたいと思います。 

【野尻座長】  スケジュールを。 

【平野企画官】  はい。 

 また、今後のスケジュールは、お配りした資料４のとおりでございまして、次回第５回

ですけれども、５月１８日木曜日に開催の予定でございます。場所は追ってご連絡いたし

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

【野尻座長】  ありがとうございました。 

 次回は、５月１８日ということでございます。時間は追って連絡をするということでご

ざいますので、お忙しいことと思いますけれども、ご予定に入れていただければありがた

いと思います。 

 今日は、委員の皆さん全員から、いろいろ貴重なご意見を賜りましてありがとうござい

ました。先ほど、根本副座長がほとんどまとめていただきましたので、追加的なことはご

ざいませんが、これは総合物流施策大綱ということで、委員の意見の中にもありましたけ

れども、やはり省庁間の連携も含めた、連携というのが、いろいろな意味でキーワードの

１つになってくるんだろうなというふうに思いますので、その辺も今後１つの示唆として、

これから、レポートの取りまとめの際には、考えていかなくてはいけないことなのだろう

かという印象を、追加的に持ちました。 
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 これをもちまして、本日の検討会を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


